
タイトル

本人確認

市役所

流れ

◆当事者間に離婚される意思の合致がある「協議離婚」と

裁判所が関与して離婚が成立する「調停（裁判）離婚」があります。

◆協議離婚の場合、離婚届用紙に夫婦双方が署名し、

証人（成年２人）の署名のうえ、届出ください。

◆未成年のお子さまがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。

◆調停（裁判）離婚の場合は、調停の成立または審判・判決の確定した日

から 10日以内に届出をしてください。

※ 離婚届を代理の方が提出するとき

届書に届出人本人の署名がされ、必要事項が記入されている場合は、本人以外

の方でも届書を提出することができます。

本人以外による提出の場合は、本人確認のため後日届出人本人に郵便で通知

を送ります。なお、届書の内容に不備があり、訂正や記入していただく必要がある場

合は、その場で受理できないことがありますのでご了承ください。

離婚される方へ

関連する手続きは、

次のページです

必要な書類がそろわない場合は、

後日あらためてご来庁いただく場合

があります。

高岡市役所
〒９３３－８６０１

高岡市

広小路７番５０号

◆市役所代表電話

０７６６－２０－１１１１
◆開 庁 時 間

午前 ８時３０分 ～ 午後 ５時１５分
（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです）

の手続きは、伏木・戸出・中田・福岡支所でも

可能です。内側のチェックシートでご確認ください。



本人確認書類（説明は表面）をお持ちください。

　　に関連するおもな手続き 課名の下に書いてある色は、窓口看板の色です。

下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

住所が変わる方 □
住所変更（転入・転
出・転居）

マイナンバーカード、
または住民基本台帳
カード（お持ちの方）

前配偶者と同居中で、生計
を別にしている方

□ 世帯分離届

姓が変わる方で、マイナン
バーカードまたは住民基本
台帳カードのいずれかをお
持ちの方

□ 氏名変更
マイナンバーカード、
または住民基本台帳
カード

離婚後も婚姻中の姓を引き
続き使用したい方

□
離婚の際に称していた
氏を称する届（戸籍法
77条の2の届）

※受付窓口でご相談く
ださい

１階⑥
20-1336

姓が変わる方で、旧姓の印
鑑で印鑑登録している方

□
自動的に登録廃止にな
ります

１階⑥
20-1338

国民健康保険に加入中で、
姓など保険証の記載に変更
がある方

□ 新しい保険証の交付
・変更前の国民健康保
険証

□ 国民健康保険の加入

□
国民年金の加入（20
歳から60歳未満）

姓が変わる方、または世帯
構成に変更がある方で、各
種認定証をお持ちの方

□

各種認定証の変更
※勤務先の健康保険に
加入の方は勤務先へお
問い合わせください
※支所での手続きは郵
送対応

・限度額適用認定証
・限度額適用
・標準負担額減額認定
証
・特定疾病療養受療証
など

姓が変わる方で、75歳以
上の方または65歳以上で
後期高齢者医療制度に加入
している方

□ 手続き不要

後日、富山県後期高齢
者医療広域連合から新
しい保険証が送付され
ます。

１階③
20-1481

受付窓口

前配偶者の勤務先の健康保
険の扶養から外れて、国民
健康保険に加入する方

・前配偶者の勤務先の
健康保険の資格喪失証
明書

１階⑥
20-1337

の手続きは、マ
イナンバーカー
ドが必要です。
（お持ちでない方
は本人確認書類と
マイナンバーのわ
かるもの）

１階①②
20-1374

保険

住所

戸籍

離婚１

保険



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

児童手当の受給対象児童が
いる方（０歳～18歳）

□

児童手当の受給者変更
など
※新たに申請する方が
公務員の場合は、勤務
先に申請ください

※受付窓口でご相談く
ださい

こども医療費受給資格証を
お持ちの方
（０歳～18歳）

□

こども医療費受給資格
証の変更・喪失
※支所での手続きは郵
送対応

・こども医療費受給者
証
・健康保険証（子）

□
児童扶養手当の認定請
求

□
ひとり親家庭等医療費
助成の相談・申請

特別児童扶養手当の受給対
象児童がいる方

□
特別児童扶養手当の受
給者や扶養義務者の変
更など

保育園・認定こども園・幼
稚園等に入園している子ど
もがいる方

□
住所・氏名・世帯員変
更など

園から変更届を受取
り、必要事項を記入
し、園へ提出してくだ
さい

２階⑮
20-1377

小中学生の子どもがいて、
経済的な事情がある方

□ 就学援助の相談・申請

学校から申請書を受け
取り、必要事項を記入
し、学校へ提出してく
ださい

学校教育課
５階

20-1451

姓が変わる方で障がいの手
帳をお持ちの方

□ 各種手帳の氏名変更

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉
手帳など

重度心身障害者の医療費受
給資格をお持ちの方

□
重度心身障害者医療費
受給者資格の変更

・重度心身障害者等医
療費受給者証
・健康保険証
※認印が必要な場合が
あります

※　裏面に庁舎案内図（１・２階）を載せています

※受付窓口でご相談く
ださい

ひとり親家庭等になる方

受付窓口

１階⑪
20-1369

２階⑯
20-1381

障がい

子ども

離婚２



離婚３

２階

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

⑩ ⑨ ⑧  ⑦ ⑥ ⑤ ④③ ②①


